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-------------------------------------------------------------------------------------- 

賃金のデジタル払いを可能にする改正省

令が公布され、同意書の様式例も公表さ

れました 

 

厚生労働省は令和４年 11 月 28 日、賃金の

デジタル払い（資金移動業者の口座への賃金支

払い）を可能とする「労働基準法施行規則の一

部を改正する省令」を公布しました。 
給与の振込先が拡大されるのは 25 年ぶり

で、企業は、労使協定を締結したうえで労働者

から同意を得れば、厚生労働大臣の指定を受け

た資金移動業者の口座への資金移動による賃

金支払い（賃金のデジタル払い）ができるように

なります。厚生労働省は同日、関係通達も発出

し、労働者への説明事項などを記載した同意書

の様式例も提示しました。施行は令和５年４月１

日で、同日から資金移動業者の指定申請を受

け付けます。 
 
◇指定資金移動業者の破綻時には保証機関に

より労働者に口座残高の弁済が行われる 
改正省令では資金移動業者の指定要件につ

いて厳しく定められており、賃金デジタル支払い

はこれらの要件に係る措置が講じられた資金移

動業者の口座に限り認められることとなっていま

す。口座残高の上限を 100 万円とし、口座残高

が 100 万円を超えた場合、その日のうちに 100

万円以下にする仕組みが必要です。また、指定

資金移動業者の破綻時には、指定資金移動業

者と保証委託契約等を結んだ保証機関により、

労働者と保証機関との保証契約等に基づき、労

働者に口座残高の弁済が行われることとなって

いるため、破綻したときの全額返済に向け、保

証機関と契約しておく必要もあります。 
 
◇労働者の同意を得る際の留意事項 

企業が賃金のデジタル払いを実施するには、

労働者の同意が必要です。同意を得る際は、資

金移動を希望する賃金の範囲・金額や支払い

開始希望時期、賃金移動業者の破綻時に弁済

を受けるための代替銀行口座などを確認する必

要があります。その際に用いられる様式例を通

達の別紙で提示しています。 
 

 

 

新型コロナの影響による休業に伴い報酬

が急減した場合の健康保険および厚生年

金保険の標準報酬月額に関する特例措

置が終了します 

 

◇特例措置の内容 

 新型コロナの影響により事業所が休業し、従

業員の報酬が著しく下がった場合に、健康保

険・厚生年金保険の標準報酬月額の等級を、通

常の随時改定（４か月目に改定）によらず、翌月

から改定可能とする特例措置が講じられていま

す。 

 この特例措置による等級の引下げは給付額等

に影響することから、改定を受けるにあたっては

従業員の書面による同意が必要となっていま

す。 
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◇令和４年 12 月で特例措置が終了 

 11 月 29 日、この特例措置を令和４年 12 月で

終了する通達が出されました。終了後の標準報

酬月額の改定および決定については、「健康保

険法及び厚生年金保険法における標準報酬月

額の定時決定及び随時改定の取扱いについ

て」（昭和 36 年１月 26 日付け厚生省保険局長

通知）等に基づき取り扱われることとなります。 

 

◇令和４年 10～12 月の間で特例措置による改

定を受ける場合の手続方法 

 改定を受ける場合は、事業主が、「被保険者

報酬月額変更届（特例改定用）」に申立書を添

えて、急減月が生じた後、速やかに管轄の年金

事務所へ提出します。 

 受付期間は、令和４年 10 月または同年 11 月

を急減月とする届出が令和４年 10 月 31 日から

令和５年１月末まで、また令和４年 12 月を急減

月とする届出が令和４年 12 月 26 日から令和５

年２月末までとされています。 

 なお、本特例措置の届出および申立書の内容

が事実であることを確認できる書類については、

事業所調査等により後日確認する場合がある

ので、届出日から２年間は保存を要します。 

 

 
 
 
 
企業の 36.0％が「見直しは特にしていない」 

～パートタイム・有期雇用労働者総合 

実態調査 
 

厚生労働省から、「令和３年パートタイム・有

期雇用労働者総合実態調査の概況」が公表さ

れました。この調査は、パートタイム・有期雇用

労働法の施行後の状況を明らかにすることを目

的として実施されるものです。調査結果のポイン

トは次のとおりです。 

 

◇事業所調査 

○企業におけるパートタイム・有期雇用労働者

の雇用状況 

パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」

企業は 75.4％となっている。そのうち「無期雇用

パートタイムを雇用している」企業は 51.4％、

「有期雇用パートタイムを雇用している」企業は 

27.1％、「有期雇用フルタイム」を雇用している企

業は 23.2％となっている。 

○パートタイム・有期雇用労働法の施行による

待遇の見直し 

 同法が施行された令和２年４月（中小企業は

令和３年４月）以降のパートタイム・有期雇用労

働者と正社員の間の不合理な待遇差の禁止の

規定への対応をみると、「見直しを行った」企業

の割合が 28.5％、「待遇差はない」が 28.2％と

なっており、合わせて６割近くになっている。一方、

「見直しは特にしていない」企業の割合は 36.0％

となっている。 

また、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇

の見直しを行った」企業については、見直した待

遇の内容は「基本給」が 45.1％と最も高く、次い

で「有給の休暇制度」が 35.3％となっている。 

 

◇個人調査 

○自身と業務の内容および責任の程度が同じ

正社員と比較した賃金水準の意識 

 「業務の内容及び責任の程度が同じ正社員が

いる」パートタイム・有期雇用労働者の賃金水準

についての意識は、パートタイム・有期雇用労働

者計でみると「賃金水準は低く、納得していない」

が 45.0％と最も高くなっている。 

○自身と正社員との待遇の相違についての説

明要求の有無及び結果 

 令和２年４月（中小企業は令和３年４月）以降

の自身と正社員との待遇の相違の内容や理由

について、「説明を求めたことがある」パートタイ

ム・有期雇用労働者は 15.1％であり、そのうち

「説明があり納得した」割合は 79.7％である。 


